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CDRの制度のあり方に関する検討会について

目的

〇 Child Death Review（CDR）に係るこれまでの取組から課題を抽出・整理の上、有
識者や自治体等の関係者から意見を頂き、全国展開に向けた、具体的な制度のあり方に
ついて検討を行う。

主要な議題

・ CDRモデル事業で得られた成果や課題について

・ 地域で実施されるCDRの実効ある体制構築のあり方と必要な支援について

・ 効果的な予防策の提言のあり方について

・ 遺族からの同意取得のあり方や捜査情報を含めた様々な情報の活用について

・ CDRから得られる情報を格納するデータベースや管理体制等のあり方について

・ 虐待・保育事故等の他の検証制度との棲み分けについて

・ 遺族に対するグリーフケアについて

スケジュール

2025年４月 検討会の設置、CDRをめぐる現状について、ヒアリング等
2025年夏～冬 ヒアリング等
2026年～ ヒアリングを踏まえ、上記の議題を中心に論点整理・議論
2026年中目途 とりまとめ

第１回 CDR の制度のあり方に関する検討会
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構成員
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一杉 正仁

藤田 香織

三平 元
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国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター育児支援対策室長・ 小児アレルギー科医長

国立成育医療研究センター政策科学研究部部長

日本大学大学院法学研究科教授

名古屋大学医学部附属病院救急・内科系集中治療部病院講師

滋賀医科大学社会医学講座教授

藤田・戸田法律事務所弁護士

公益社団法人日本小児科医会業務執行理事

国立成育医療研究センター成育こどもシンクタンク 副所長 山梨大学大学院附属出生コホート研
究センター特任教授
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公益社団法人日本医師会常任理事

山中 龍宏
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◎

※ ◎は座長
※ オブザーバーとして、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省の関係各課が参加。

（五十音順・敬称略）

CDRの制度のあり方に関する検討会について

第１回 成育医療等分科会
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CDRの制度のあり方に関する検討会の開催実績と予定について

第１回検討会（令和７年４月25日）

〇 本検討会の進め方について
〇 CDRの現状について
〇 当事者であるご遺族からのヒアリング

第２回検討会（令和７年７月25日）

〇 CDR モデル事業に関する現状の取組等について
〇 自治体・医療機関からのヒアリング

第３回検討会（令和８年１月28日）

〇 遺族からの同意取得のあり方について
〇 遺族に対するグリーフケアについて

第４回検討会（令和８年夏頃）

〇 捜査情報の活用について
〇 虐待・保育事故等の他の検証制度との棲み分けについて
〇 その他
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CDR（Child Death Review）とは

▪ CDR（Child Death Review）とは、18歳未満の子どもの死亡事例を多職種（医療、警察、消防、行政関係者等）が連携して
検証し、効果的な予防策を導き出す取組である。

▪ 米国・英国等の諸外国でも類似の取組が導入されており、日本においても研究事業として、2016年以降から検討が進められてきた。

▪ 2018年の「成育基本法」及び 2019年の「死因究明等推進基本法」の成立を受け、こどもの死亡原因に関する情報の収集・管理体
制の整備が国の方針として明示された。

▪ こどもの死亡事例を多職種が連携して検証し、予防可能な要因を明らかにする。

▪ 効果的な予防策を提言することで、将来のこどもの死亡を減らす。

▪ こどもが安全・安心に暮らせる社会の実現を目指す。

CDRは、４つの段階から構成される。

死亡診断書に記載された
死因にとどまらず、死因に
繋がった様々な潜在的な
リスクを拾い上げ、リスクを
可視化する基盤を整える。

背景及び経緯

目的

概要

リスクを可視化。
さらには複数の事例を通して
地域におけるリスクの傾向や

特徴を捉える。

可視化された潜在的リスクに対し、
地域の実情に応じた具体的な解決策
を講じることができる。その積み重ねに
よって、よりこどもに優しい社会を目指す。

①情報収集 ②検証 ③提言 ④対策
事務局が死因、医学的背景、
死亡に至る経緯などの情報を
関係機関から収集し、記録する。

医療・行政・警察などの多機関の
専門職が連携し、こどもの死亡
事例を多角的に検証する。

複数の関係機関や専門家に
よる会議で、再発防止に
向けた効果的な予防策を、
行政に対して提言する。

行政が提言した予防策を
踏まえて、こどもの死亡・重症化
を防ぐ対策を講じる。

第１回 CDR の制度のあり方に関する検討会
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○ 予防のためのこどもの死亡検証は、こどもが死亡したときに、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、こどもの既往
歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死亡原因の検証等を行うことにより、効果的な予防策を導き出し予防可能
なこどもの死亡を減らすことを目的とするもの。

○ 成育基本法や、死因究明等推進基本法を踏まえ、一部の都道府県において、実施体制の整備をモデル事業として試行的に実施し、その結果
を国へフィードバックすることで、体制整備に向けた検討材料とする。

目 的

（１）推進会議
医療機関、行政機関、警察等とこどもの死亡に関する調査依頼や、これに対する報告などの連携を行うため、関係機関による推進会議を実

施し、データの収集等を円滑に行う環境を整える。

（２）情報の収集・管理等
         こどもの死亡に関する情報（医学的要因、社会的要因）を関係機関から収集し、標準化したフォーマット（死亡調査票）に記録。

（３）多機関検証ワーキンググループ（政策提言委員会）
死因を多角的に検証するため、医療機関、行政機関、警察等の様々な専門職や有識者を集めて検証委員会を開催し、検証結果を標準

化したフォーマット（死亡検証結果票）に記録する。さらに、都道府県に対し、検証結果をもとに今後の対応策などをまとめた提言を行う。

（４）グリーフケアの対応・提言した予防策の実装（リーフレット作成等）
（１）～（３）を踏まえた提言等に基づき、必要に応じて、グリーフケアへの対応や、予防策の周知を行うリーフレットの作成等を行う。

内 容

◆ 実施主体 ：都道府県
◆ 補 助 率 ：国１０／１０

◆ 補助基準額 ：年額 14,064千円

実施主体等
◆ 実施自治体数：（変更交付決定ベース）
令和２年度：７自治体
⇒令和７年度：10自治体
（北海道、福島県、群馬県、東京都、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、鳥取県、香川県）

事業実績

【事業の流れ】
① 推進会議により、関係機関からのデータ収集の環境を整える。

② 関係機関より収集したデータの整理等を行う。

③ 整理されたデータに基づき様々な機関を招集し、検証WGを開催。

④ その後、まとめられた検証結果をもとに、検証WGから都道府県に対し、今後の対応策などをまとめた提言を行う。

成育局 母子保健課予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業

令和８年度予算 １億円（１億円）【令和２年度創設】
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こどもの死亡に関する情報を収集

事務局

検証に必要な、地域におけるこどもの情報の一元管理を
目的に、実施主体である都道府県に事務局を設置しま
す。医療機関から死亡原因などの情報を提供してもらう
ことに加え、警察や教育、福祉などのさまざまな機関から
も情報を得ることが、事務局の主な役割です。

検証を実施

多機関検証ワーキンググループ

事務局が収集した情報をもとに詳細な検証を行うため小児
医療・法医学などの医療の専門家や、児童福祉・教育・保
育・警察(検視)などで構成される多機関検証ワーキンググ

ループを設置します。この多機関検証ワーキンググループで
行うのは、各事例の背景を深く理解するための「個別検証」と、
地域における傾向や特徴を把握する「概観検証」の2つです。

検証結果を報告し、提言をまとめる

推進会議

こどもの死亡に関する効果的な予防策を検討するためには、多
数の関係者による協力が必要です。そのために事務局は、地域
の医療機関、教育機関、警察・消防など複数の関係機関の専
門家で構成された推進会議を定期的に開催します。この推進会
議では、主に検証結果の報告や提言の作成、また年間の活動
計画を共有するなど、CDR事業を推進する役割を担います。

※１
※２

※３

※１ ※２ ※３
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CDRモデル事業の予防策の提言と実行状況
例①山梨県小児の心肺蘇生法動画作成

睡眠中の突然死

⇒提言 救急隊が到着するまでの心肺蘇生の知識啓発

⇒令和３年度に保護者や保育士等従事者を対象に「子どもの心肺蘇生法研修会」を実施。

その際に、小児科医・救急救命士協力のもと、小児の心肺蘇生法の動画を作成し、

ホームページやYoutubeに公開した。

参考・出典：山梨県公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/100285/cdrr5.pdf
https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/cdr/20220516.html
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溺死

⇒提言 ①ライフジャケットの啓発 ②水難事故の知識啓発

⇒令和４年度から「ライフジャケット推進事業」を開始。

① 学校における水難事故防止対策強化事業

・ ライフジャケットを活用した水泳授業

・ 教員を対象とした研修の実施

② ライフジャケットレンタルステーション

・ 寄贈されたライフジャケットを無料で貸出

③ ライフジャケット体験教室

・ こどもと保護者を対象としたライフジャケット体験教室

⇒毎年事業を継続しており、今年で４年目を迎える。

参考・出典：香川県公式ホームページ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/40370/9gidai3siryou.pdf
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/hokentaiiku/taiiku-sports/taiiku/lifejacket_promotion.html

CDRモデル事業の予防策の提言と実行状況
例②香川県水難事故防止対策強化事業
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交通事故

⇒提言 チャイルドシート・シートベルト着用率向上に向けた啓発

⇒県立看護大学にCDR事業の講義を行ったところ、学生がチャイルドシート装着の啓発動画を作成。

・ 事故再現動画を用いたチャイルドシートの必要性の啓発

・ チャイルドシートの選び方やレンタル精度の紹介

・ チャイルドシートの正しい装着方法の紹介

動画は香川の子育て情報発信サイト Colorful

やYoutubeに公開した。

参考：「子育て県かがわ」情報発信サイト（香川県公式ホームページ）
https://kagawa-colorful.com/%3Fp%3D5898

CDRモデル事業の予防策の提言と実行状況
例③香川県チャイルドシート啓発動画
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外国人の事故

⇒提言 外国人を対象とした不慮の事故予防対策を推進

⇒令和４年度に外国人を対象とした事故予防策を複数実施。

・ 外国人学校の生徒等を対象とした外国語による防犯・安全教室

・ ブラジルのキャラクター「モニカ＆フレンズ」と協力した、通訳官を介した110番通報（三者通話）の実演

・ 地域FM局での外国語による防犯・交通安全の啓発放送

参考・出典：
滋賀県公式ホームページ https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5471069.pdf
MSP-JAPAN https://mspjapan.co.jp/2023/01/10/one-day-chief/?utm_source=chatgpt.com

CDRモデル事業の予防策の提言と実行状況
例④滋賀県外国人向け事故予防策
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マルトリートメント

⇒提言 保護者の精神的・経済的課題に伴う養育困難への適時適切な支援の必要性

①県内の虐待ネットワークの強化・推進 ②孤立している母親への支援 ③父親への支援の強化

参考・出典：山梨県公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/100285/cdrr5.pdf
https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/titioyasemina-.html

⇒令和５年度に、市町村等と父親支援推進会議を開催。

父親の子育て参加の促進を図るため、父親支援のあり方について

有識者等から幅広く意見交換を行った。

令和６年度には、父親セミナーを開催。

父親の家庭教育への参画が重要であることを認識するとともに、

家庭及び地域社会における父親の役割についての理解や子育て

に対する正しい知識の普及を図った。

CDRモデル事業の予防策の提言と実行状況
例⑤山梨県父親への支援強化
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○ 予防のためのこどもの死亡検証（Child Death Review：CDR）の取組や、意義について広く国民に普及啓発し、国民
のCDRへの理解促進を図る。

○ CDRモデル事業で得られた予防策や、他制度（例：こども虐待による死亡事例等の検証（こども家庭庁）、消費生活用
製品に係る重大製品事故（消費者庁））等のこどもの死亡の予防に関する検証結果について、データベース化を図る。

○ 国民に予防可能な死があることを認知いただくとともに、CDRモデル事業や他の検証制度等によって得られた具体的な予防
策についての周知を行い、医療、保健、教育等の分野が連携しこどもの死の予防に取り組んでいただくよう広報啓発を行うこと
を目的とする。

目 的

（１）CDR特設サイトの運用
予防可能なこどもの死亡に関する情報について、一覧性があり、検索がしやすい形に管理した特設サイトを整備・運用を

行う。また、ウェブサイト内で予防策について、わかりやすく紹介する動画などのコンテンツを作成する。

（２）シンポジウムの開催
CDRに関する有識者（こどもを事故で亡くした遺族の方、CDRに取り組まれてきた研究者の方）を集めてのシンポジウム

を年に一回開催し、国民に予防可能なこどもの死亡事故の予防について普及・啓発する。
（３）SIDS予防対策月間の周知用ポスター・リーフレットの作成

乳児期の死亡原因として多いSIDSについて、こども家庭庁にて11月に実施されるSIDS予防対策月間のための周知
用ポスター・リーフレットの作成を行う。合わせて効果的な予防策の周知啓発を実施する。

内 容

実施主体・補助率

成育局 母子保健課予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業

令和８年度予算 0.6億円（0.6億円）

◆ 実施主体：国（民間事業者等へ委託）
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CDR（Child Death Review）について

予防のためのこどもの死亡検証は、こどもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関
係者等）が、こどもの既往歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死因調査を行うこと
により、効果的な予防対策を導き出し予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的とするもの。

国及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に
関し、その収集管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備その他の必要な施策を講ず
るものとする。

国は、この法律の施行後三年を目途として、死因究明等により得られた情報の一元的な集約及び
管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、管理、活
用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、法制度等の在り方その他のあ
るべき死因究明等に係る制度について検討を加えるものとする。

概要

成育基本法（平成30年12月成立）

死因究明基本法（令和元年６月成立） 附則

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
（平成29年５月）ほか

虐待死の防止に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例について死因を究明するチャイルド・デ
ス・レビュー制度の導入を検討すること。

法令での記載

第１回 CDR の制度の
あり方に関する検討会

令和７年４月25日 資料３
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CDR（Child Death Review）について

閣議決定文書等での記載

第３ こども施策に関する重要事項 １ ライフステージを通した重要事項
（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
チャイルド・デス・レビュー（CDR）：Child Death Review）の体制整備に必要な検討を進める。

こども大綱（抄）（令和５年12月22日閣議決定）

第Ⅱ こども施策に関する重要事項 １ ライフステージを通した重要事項
（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
（チャイルド・デス・レビューの体制整備）
CDRの体制整備に必要な検討の推進
こどもの死亡時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、こどもの
既往歴や家族背景、死に至る直接の経緯、解剖結果等に関する様々な情報を基に死因調査を行う
ことにより、効果的な予防対策を導き出し予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的とした
チャイルド・デス・レビュー（ＣＤＲ：Child Death Review）の取組を加速するため、都道府県が
行う体制整備モデル事業において収集した同意取得や予防策の好事例の横展開を図る。あわせて、
広報啓発事業によってＣＤＲの意義についての国民的な理解を促進するとともに、モデル事業を
通じて把握された課題等を検証し、関係省庁とも連携して、ＣＤＲの全国展開に向けた体制整備
の検討を強力に進める。

こどもまんなか実行計画2024（抄）（令和６年５月31日こども政策推進会議決定）

（こども大綱の推進）
こどもの自殺対策の強化を図るとともに、予防のためのこどもの死亡検証（ＣＤＲ）を推進する。

経済財政運営と改革の基本方針2024（抄）（令和６年５月21日閣議決定）
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